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フィッシングの通報はＩＨＣへお願いします

フィッシング窓口

ＩＨＣ通報サイト

※ＩＨＣ（インターネット・ホットラインセンター）

ＩＨＣではインターネット上の違法有害情報の通報を受理しています。

寄せられた情報は、ガイドラインに基づいて都道府県警察やプロバイダ事業者、フィル
タリング事業者等に情報提供されます。
この度、ＩＨＣの違法有害情報通報窓口に「フィッシング」が追加されました。
フィッシングメールやフィッシングサイト等に関する情報提供はこちらへお願いします。

フィッシングサイトにカード情報を入力してしまったなどの被害に関する相談は、お近く
の警察署又はサイバー捜査課へお願いします。
人命に関わるような緊急を要する情報については１１０番通報をお願いします。

その他サイバー事案に関する通報・相談・情報提供については、警察庁ホームページ
「サイバー事案に関する通報等のオンライン受付窓口」にお願いします。

警察庁「サイバー事案に関する通報等のオンライン受付窓口」

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/Soudan.html/
警察庁ホームページ

ＩＨＣホームページ

https://www.internethotline.jp/about/
ＩＨＣホームページ


